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                                         東 海 支 部 規 約 

 

（設 置）                                                                       

第１条 情報処理学会定款第３条により，東海地区（愛知県，岐阜県，三重県，長野県，静岡県） 

   に情報処理学会東海支部（以下「支部」という。）を置く。 

（目 的） 

第２条 支部は東海地区において，情報処理に関する学術，技術の進歩発展を図り，会員相互およ 

   び関連学会との連絡，研修の場として，学術文化の発展に寄与することを目的とする。 

（事 業） 

第３条 支部は，前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

      (1) 研究および調査 

      (2) 研究発表および学術講演会などの開催 

      (3) 講習会，見学会などの開催 

      (4) 東海地区における関連学会との連絡，協力 

     (5) その他，目的を達成するために必要な事業 

（会 員）  

第４条 支部の会員は東海地区に在住または勤務している情報処理学会会員とする。 

（役 員） 

第５条 支部に次の役員を置く。 

      (1) 支 部 長           １名 

      (2) 副 支 部 長    １名 

      (3) 支 部 幹 事           ６名以内 

      (4) 支部評議員   若干名 

   (5) 支 部 監 事           １名 

第６条 支部長，副支部長，支部幹事，支部監事は，支部に属する正会員の選挙（互選）によって定 

   める。 

第７条 支部評議員は，支部会員の中から支部長が委嘱する。 

第８条 支部長は，支部を代表し，支部を統括する。 

    2. 支部長は，総会，幹事会および評議員会を招集し，その議長となる。 

    3. 副支部長は，支部長を補佐し，支部長が欠けたとき又は事故があるときはその職務を代行す 

   るものとする。 

    4.  支部幹事は，支部長を助けて支部の事業を遂行する。 

    5.  支部監事は，支部の会計について監査を行う。  

  6.  支部評議員は，支部長と協力して支部の事業の遂行を援助する。 

（役員の任期） 

第９条  役員は，任期を次のように定める。 

   (1)  支部長の任期は１年とする。 



   (2)  副支部長の任期は１年とする。 

   (3) 支部幹事の任期は２年とし，毎年その半数を交替する。  

   (4)  支部評議員の任期は２年とする。 

   (5)  支部監事の任期は２年とする。 

    (6) 前５項にかかわらず，役員に欠員を生じたときの補欠の役員の任期は，前任者の 

     残余の期間とする。  

  2．異種役員の兼任および引き続いての同種役員（支部評議員を除く）の再任は認めない。 

   ただし，前項(6)の場合において，その期間が短時日のときは，この限りでない。 

（総 会） 

第10条 総会は，年１回開催する。ただし，必要に応じて臨時に開催することができる。 

    2. 総会は，支部に属する正会員の１０分の１以上の出席をもって成立する。 

        ただし，あらかじめ委任状を提出した者は，出席者とみなす。 

    3.  会員の過半数から，理由を示して要求があったときは，臨時総会を開くものとする。 

    4.  決議は，出席者の過半数をもって行い，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

    5.  総会の付議事項は，次のとおりとする。 

      (1) 事業に関する事項 

      (2) 予算および決算に関する事項 

      (3) 役員の選出に関する事項 

      (4) 規約の改廃に関する事項 

      (5) その他，幹事会が，必要と認めた事項 

（幹事会） 

第11条 幹事会は，支部長，副支部長および支部幹事をもって組織する。 

    2. 支部長が必要と認めたときは，支部評議員および支部監事の出席を求めることができる。 

    3.  幹事会は，必要の都度，開催する。 

    4.  幹事会は，次の事項を審議する。 

      (1) 総会に提出する議案 

      (2) 支部の事業の実施に関する事項 

      (3) その他，支部の運営に関して必要な事項 

（評議員会） 

第12条 評議員会は，支部長，副支部長および支部評議員をもって組織する。 

    2. 支部長が必要と認めたときは，支部幹事および支部監事の出席を求めることができる。 

    3.  評議員会は，必要の都度，開催する。 

    4.  評議員会は，支部運営に関する重要事項について支部長の諮問に応じる。 

（会 計） 

第13条 支部の経費は，本部からの交付金，寄付金およびその他の収入金をもって充てる。 

第14条 支部の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月31日に終わる。 

（事務局および事務局職員） 

第15条 支部の業務を処理するため，事務局をＮＴＴデータマネジメントサービス株式会社東海 

   支店内に設ける。 

    2. 事務局に，事務職員その他必要な職員を置くことができる。 

（雑 則） 

第16条 この規約は，総会で３分の２以上の賛成を得た上，学会理事会の承認を得なければ改廃す 

   ることができない。 

第17条 この規約に定めるもののほか，支部の運営に関する必要な事項は別に定める。 

 

以上 

 


